
教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県立学校の臨時休業期間

の取扱について）

県立学校教育課

１ 概 要

県立学校の臨時休業期間の取扱について、教育委員会会議を開催する時間的

余裕がなかったことから、令和２年４月29日に沖縄県教育委員会の議決事項及

び教育長に委任する事項等に関する規則第７条第１項の規定に基づき、教育長

による臨時代理により決定したので、同条第２項の規定により報告する。

２ 臨時休業の期間等

県立学校の臨時休業の期間を５月７日から一定期間（２週間程度）とする。

終期については緊急事態措置に係る沖縄県実施方針を踏まえる。

小中学校については、設置者である市町村教育委員会へ県の対応を周知する

とともに、地域や学校の実情を踏まえ、適切に対応するよう依頼した。

今後、状況の変化に応じて、随時、必要な措置を講ずる。

３ 臨時休業延長の理由

大型連休に伴い県外から多くの来県者が想定され、県外からの移入例の増加

が危惧されていることから、大型連休後の感染者数の推移を一定期間、確認す

る必要があること。

４ 添付資料

⑴ 県立学校の臨時休業期間の取扱について（通知）

⑵ 新型コロナウイルス感染症対策のための公立小中学校等における休業措置

の再延長について（依頼）

令和２年第９回教育委員会会議 報告事項（２）










